
聖

籠

町

訓

令

第

 

十

 

号

 

聖

籠

町

職

員

安

全

衛

生

管

理

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

訓

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 
平

成

二

十

四

年

三

月

三

十

日

 

聖

籠

町

長

 

渡

邊

 

廣

吉

 
 

 

聖

籠

町

職

員

安

全

衛

生

管

理

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

訓

令

 

聖

籠

町

職

員

安

全

衛

生

管

理

規

程

（

昭

和

五

十

九

年

聖

籠

町

訓

令

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

第

一

号

中

「

一

般

職

に

属

す

る

職

員

」

の

次

に

「

（

教

育

委

員

会

に

属

す

る

職

員

を

除

く

。
）
」
を

加

え

、
同

条

第

二

号

中
「

又

は

」

を

「

及

び

」

に

改

め

、

「

教

育

委

員

会

、

」

を

削

る

。

 

別

表

第

一

中

学

校

給

食

共

同

調

理

場

を

削

る

。

 

別

表

第

二

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

別

表

第

二

（

第

九

条

関

係

）

 

 

保

健

福

祉

課

 

 

診

療

所

 

 

聖

籠

こ

ど

も

園

 

 

別

表

第

三

中

学

校

教

育

課

を

削

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

こ

の

訓

令

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 


